
平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

五

号

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

15



公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
へ
の
財
政
投
融
資
の
活
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質
一
九
一
第
四

号
）
で
、
「
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
計
画
前
倒
し
」
を
表
明
し
た
こ

と
、
同
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
六
」
に
お
い
て
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
全

線
に
つ
い
て
は
、
建
設
主
体
の
整
備
を
更
に
促
進
す
る
た
め
、
財
政
投
融
資
の
活
用
等
を
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
た
こ
と
、
同

年
七
月
十
二
日
の
「
経
済
対
策
の
策
定
に
つ
い
て
（
内
閣
総
理
大
臣
指
示
）
」
に
お
い
て
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
計
画
前
倒

し
」
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
東
海
」
と
い
う
。
）
等
の
関
係
者
と
の
間

で
調
整
を
行
い
、
同
年
八
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
未
来
へ
の
投
資
を
実
現
す
る
経
済
対
策
」
に
お
い
て
、
「
財
政
投
融

資
の
手
法
を
積
極
的
に
活
用
・
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
全
線
開
業
を
最
大
八
年
間
前
倒
し
」
す
る
こ

と
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
品
川
か
ら
名
古
屋
間
の
建
設
費
は
約
五
兆
五
千
億
円
に
の
ぼ
る
が
、
う
ち
三
兆
円
に
つ
い
て
は
新
た

に
借
り
入
れ
が
必
要
と
見
積
も
ら
れ
、
こ
の
三
兆
円
の
借
り
入
れ
に
財
政
投
融
資
を
活
用
す
れ
ば
、
低
利
に
加
え
て
元
本
支
払

い
を
据
え
置
け
る
た
め
、
経
営
体
力
の
回
復
に
充
て
る
期
間
を
短
縮
で
き
、
二
〇
四
五
年
開
業
を
予
定
す
る
大
阪
ま
で
の
延
伸

一



を
最
大
八
年
前
倒
し
で
き
る
と
さ
れ
る
。

財
政
投
融
資
と
は
、
「
一

租
税
負
担
に
拠
る
こ
と
な
く
、
独
立
採
算
で
、
二

財
投
債
（
国
債
）
の
発
行
な
ど
に
よ
り
調

達
し
た
資
金
を
財
源
と
し
て
、
三

政
策
的
な
必
要
性
が
あ
る
も
の
の
、
民
間
で
は
対
応
が
困
難
な
長
期
・
固
定
・
低
利
の
資

金
供
給
や
大
規
模
・
超
長
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
を
可
能
と
す
る
た
め
の
投
融
資
活
動
（
資
金
の
融
資
、
出
資
）
」
で
あ
る

こ
と
が
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
は
国
民
に
対
し
て
十
分
な
透
明
性
と
と
も
に
、

説
明
責
任
が
政
府
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
「
本
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
で
は
、
「
国
、
特
殊
法
人

等
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
と

と
も
に
、
情
報
の
公
表
、
不
正
行
為
等
に
対
す
る
措
置
、
適
正
な
金
額
で
の
契
約
の
締
結
等
の
た
め
の
措
置
及
び
施
工
体
制
の

適
正
化
の
措
置
を
講
じ
、
併
せ
て
適
正
化
指
針
の
策
定
等
の
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
公
共
工
事
に
対
す
る
国
民
の

信
頼
の
確
保
と
こ
れ
を
請
け
負
う
建
設
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

Ｊ
Ｒ
東
海
は
、
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
特
殊
法
人
等
」
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二



二

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
は
、
本
法
の
「
公
共
工
事
」
に
あ
た
ら
な
い
た
め
、
本
法
で
い
う
「
工
事
の
入
札
及
び

契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
情
報
の
公
表
、
不
正
行
為
等
に
対
す
る
措

置
、
適
正
な
金
額
で
の
契
約
の
締
結
等
の
た
め
の
措
置
及
び
施
工
体
制
の
適
正
化
の
措
置
」
を
講
じ
る
こ
と
は
課
せ
ら
れ
な

い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
に
は
、
約
三
兆
円
の
財
政
投
融
資
が
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
融
資
額
全

額
を
示
さ
れ
た
い
。

四

三
に
関
連
し
て
、
「
財
投
債
（
国
債
）
の
発
行
な
ど
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
を
財
源
と
し
て
」
「
政
策
的
な
必
要
性
が
あ

る
も
の
の
、
民
間
で
は
対
応
が
困
難
な
長
期
・
固
定
・
低
利
の
資
金
供
給
や
大
規
模
・
超
長
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
を
可

能
と
す
る
た
め
の
投
融
資
活
動
」
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
工
事
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保

と
こ
れ
を
請
け
負
う
建
設
業
の
健
全
な
発
達
」
が
図
ら
れ
、
国
民
が
納
得
す
る
「
情
報
の
公
表
」
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

Ｊ
Ｒ
東
海
が
本
法
で
い
う
「
特
殊
法
人
等
」
に
該
当
し
な
い
た
め
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
が
「
公
共
工
事
」

で
は
な
い
と
し
て
も
、
「
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
計
画
前
倒
し
」
を

三



表
明
し
た
こ
と
、
同
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
六
」
に
お
い
て
「
リ
ニ
ア

中
央
新
幹
線
全
線
に
つ
い
て
は
、
建
設
主
体
の
整
備
を
更
に
促
進
す
る
た
め
、
財
政
投
融
資
の
活
用
等
を
検
討
す
る
」
」
こ

と
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
は
事
実
上
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。
巨

額
の
財
政
投
融
資
が
活
用
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
は
本
法
で
い
う
「
公
共
工
事
」
と
み
な

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

五
に
関
連
し
て
、
今
次
の
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
工
事
に
か
か
わ
る
談
合
事
件
は
、
巨
額
の
財
政
投
融
資
が
活
用
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
工
事
が
本
法
の
適
用
対
象
で
は
な
い
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見

解
如
何
。

七

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
品
川
か
ら
名
古
屋
間
の
建
設
費
の
約
五
兆
五
千
億
円
の
う
ち
、
約
三
兆
円
に
つ
い
て
財
政
投
融
資

が
活
用
さ
れ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
工
事
の
建
設
費
の
半
分
以
上
を
「
財
投
債
（
国
債
）
の
発
行
な
ど
に

よ
り
調
達
し
た
資
金
」
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
工
事
は
、
本
法
で
い
う
「
公
共
工
事
」
と
み
な
し
、
本
法
の

適
用
を
図
り
、
「
工
事
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
と
こ
れ
を
請
け
負
う
建
設
業
の
健
全
な
発
達
」
が
図
ら
れ
、
「
情
報

の
公
表
」
を
行
う
よ
う
に
運
用
の
改
善
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四



右
質
問
す
る
。

五


